
新潟市教育・保育施設における事故発生時の事後検証のながれ

【検証委員会開催を
要する事故】

＜表１＞のうち、死亡、重篤、
重症と判定されたもののほか、
市が必要と判断したもの

事務局 検証委員
1日目
発生日

・関係者からの聞き取り
・関係機関との情報共有
・現地確認
・保護者対応
・報道機関対応

2日目 ・対応方針の検討
（立入調査、特別監査等）
・検証委員会の初回開催日決定

3〜7日目 ・立入調査、特別監査等の実施 ・会議開催通知
受領

8〜
14日目

・調査結果の整理

14〜
28日目

・検証委員会開催（初回）
・必要に応じて追加調査等実施

・初回会議参集

・検証委員会開催（2回〜最終回）
・報告書とりまとめ

・会議参集
・報告書作成

検証委員会開催の必要性の判断

不要 要

死亡 初診時死亡が確認されたもの

重篤 生命の危険が切迫しているもの

重症 生命の危険の可能性があるもの

中等症 生命の危険はないが入院を要するもの

軽症 入院を要しないもの 傷病者重症度分類表（平成16年3月救急搬送にお
ける重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書）

新潟市こども未来部保育課

受診を伴う事故

施設が区役所へ報告書提出

区指導保育士が内容確認
再発防止策の点検

必要に応じて現地訪問
再発防止策等の実施確認

毎月とりまとめ保育課共有
各施設に事例共有・注意喚起

重大事故等※1

施設から区役所へ電話で一報
区役所は保育課へ共有

区役所指導保育士が
内容確認再発防止策の点検

必要に応じて現地訪問
再発防止策等の実施確認

事故状況について保育課共有
各施設に事例共有・注意喚起

重大事故※２

園児置き去り等※３

施設から区役所へ電話で一報
区役所は保育課へ共有

施設が「教育・保育施設等事故
報告書（第1報）」作成

県子ども家庭課・消費者庁に
報告書（第1報）提出

現地確認

施設が事故報告（第2報）作成
再発防止策等の点検

県子ども家庭課・消費者庁に
報告書（第2報）提出

＜表１＞

市では、新潟市附属機関設置条例に基づき、平成３０年７月より「新潟市教育・保育施設
等における重大事故の再発防止のための検証委員会」を設置している。この度、委員会開
催の判断基準についてここに示すとともに、検証委員会開催に至らない事故発生時におい
ても、以下に示す事後検証を日常的に行い、教育・保育施設等における事故発生防止に努
めるものとする。（令和５年８月３１日）

※1重大事故等とは
国報告に至らないがそれに準じる
事故
・骨折（治療期間30日未満）
・縫合を伴うケガ
・火傷
・その他重傷と思われるケガ 等

事故発生

別紙

※2重大事故とは
国報告が求められる事故
・死亡事故
・治療に要する期間が30日以上
の負傷や疾病を伴う重篤な事
故等（意識不明の事故を含む）

※3置き去り等は消費者庁へ
の報告不要

資料８－①


